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有楽町線：「麹町駅」1 番出口から徒歩 3 分
有楽町線・半蔵門線：「永田町駅」4 番・5 番出口から徒歩 5 分
丸ノ内線・銀座線：「赤坂見附駅」D 出口（紀尾井町口）から徒歩 7 分
南北線：「永田町駅」9 番出口から徒歩 4 分
中央線・総武線：「四ッ谷駅」から徒歩 15 分
都バス：（橋 63 系統）バス停　「平河町 2 丁目」（新橋～市ヶ谷～小滝橋車庫間）
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〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町 3-30（全日会館）
TEL：03-3263-7055（代）　FAX：03-3239-2159
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しじみバーガー島根和牛の鉄板焼き

松江 巴庵
旅館建築物を店舗にした風情ある空間

宍道湖 しじみ館
松江しんじ湖温泉の中央にある

Valuable
Reasonable

建物は有形文化財に登録されており、県内外からたくさ
んの建築家が訪れるほどです。「島根和牛の鉄板焼き」

（写真：950円税別）は、口の中でとろけるほど脂が
のっていてジューシー。そのほか、島根和牛のすき焼き、
九州もつ鍋、博多水炊きなども自慢の一品です。

写真のしじみバーガーは、ご当地グルメとして１階の
フードカウンター「宍道湖畔 しじみ茶屋」で販売（500
円税込）。しじみを生姜風味に甘辛く煮て混ぜ込んだ
豆腐ハンバーグとキャベツ、トマトをバンズにはさみ、
バランスのいい味に仕上がっています。

［住　　所］島根県松江市千鳥町36番地
［電　　話］0852-21-5252
［営業時間］12月～２月：9：00 ～ 17：00
　　　　　３月～11月：8：40 ～ 18：00

［定 休 日］12月31日、１月１日

［住　　所］島根県松江市伊勢宮町535
［電　　話］0852-24-2673
［営業時間］17:00 ～ 23:00（料理ラストオーダー：22：00）
［定 休 日］年中無休

絶 品グルメ ＶＳ Ｂ級グルメ

VS

松江市

［題字］　故 野田卯一 会長 12
2017
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［ You Tubeで学ぶ宅建士講座 ］

宅建業法編-9
［ わかりやすいインスペクション ］

4タイプ別リフォームの注意点
［ 「事業承継」成功の秘訣 ］

信託-4
［ 不動産会社経営術 ］

仕入れなくして反響なし。新時代の仲介力
［ ラジオ番組のこんな話やウラ話 ］

FM愛媛「fine」大澤さつき

［ 特別リポート ］

出雲より 日本の古き良き文化を発信！
～高齢社会、人口減少の中で「不動産業が担う役割」～

第53回

全国不動産会議
島根県大会
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松江城

しゃちほこ

COVER PHOTO

1950年に重要文化財として指定された松江城は、
2015年、正式に国宝に指定された。天守の屋根にある
鯱鉾の高さは2.08ｍで、日本現存の木造のものでは最
大。各層の屋根にある鬼瓦は、後世のものとは違って角
がほとんどなく、１枚ごとに異なった表情をもっている。ま
た城内の階段は、防火・防腐のために桐が使われてお
り、松江城の見どころの１つとなっている。
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MONTHLY REAL ESTATE

＜法律相談＞

田園住居地域  弁護士 渡辺 晋
＜税務相談＞

「歩道状空地」として利用されている宅地の相続税法上の評価   税理士 山崎 信義

宅建業法編-9  合格請負人 氷見 敏明

＜賃貸相談＞

借地上の賃貸建物の修繕の可否  弁護士 江口 正夫

特別リポート

不動産お役立ち Q＆A

You Tubeで学ぶ宅建士講座

「事業承継」成功の秘訣　信託-4  税理士 宮田 房枝

地方本部の動き

協会からのお知らせ

新入会員名簿

NEWS FILE

不動産会社経営術　仕入れなくして反響なし。新時代の仲介力  　　　　   上野 典行

聞かせて！ 聴かせて！ ラジオ番組のこんな話やウラ話  フリーアナウンサー 大澤 さつき

New Face 新入会員のご紹介

＜わかりやすいインスペクション＞

４タイプ別リフォームの注意点    　　　　　　 　　 溝渕 匠タクミプランニングサポート
一級建築士事務所

連　載

その他

新機能満載！ラビーネットのご紹介

プリンシプル
住まい総研

一般保証制度のご案内

手付金保証制度・手付金等保管制度のご案内

弁済制度について

●法人代表者の個人保証（連帯保証）が不要
法人会員が初めて一般保証制度を申し込む場合でも「法人代表者の個人保証（連帯保証）」が必要ありません。

●お客様の署名押印が不要
当制度の申込みの際、お客様（被保証者）の署名押印が不要であるため、申込みまでの作業・時間が省略できます。

●一般保証制度登録制に登録すると、以下のメリットがあります
・一般保証登録宅建業者であることが保証協会のホームページで一般公開される。

・登録証、ステッカーが交付される。

・自社の物件広告等において、制度が利用できる広告表示が可能になる。

・一般保証制度の利用の申込みの際、法人の登記事項証明書の提出が免除される。

売主・買主ともに一般消費者で、会員が流通機構登録物件を

客付媒介する売買契約において、買主が売主に支払う手付金

を万一のために保全（保証）する制度です。

手付金保証制度

会員が自ら売主となる完成物件の売買契約において、受領す

る手付金等の額が 売買代金の10％または1,000万円を超え、

売主会員に保全義務が生じる場合に（宅建業法41条の2）、

当協会が売主会員に代わって手付金等を受領し、物件の登

記、引渡しがあるまで保全（保管）する制度です。

会員業者と宅地建物取引をしたお客様が損害を受け、苦情の

解決が困難な場合には、当協会がその債権を認証することで、

被害相当額（上限あり）の払い渡しを受けることができます。

手付金等保管制度 ■ 制度の詳細
（公社）不動産保証協会ホームページ（会員専用ページ）

■ 制度に関するお問い合わせ
（公社）不動産保証協会 総本部事務局
TEL.03-3263-7055

■ 制度の申込み窓口
所属の地方本部事務局

お客様 会員

協会

保証のお知らせ

※各事案の詳細はホームページ（会員専用ページ）内
 の に掲載されております。

一般保証制度の他、法定研修会、弁済業務、各種保全制度など、保証協会の各種情報が掲載されております。

（公社）不動産保証協会ホームページ ▶▶ 検索不動産保証協会

第53回 全国不動産会議 島根県大会
出雲より 日本の古き良き文化を発信！
～高齢社会、人口減少の中で「不動産業が担う役割」～

審査結果 社数・件数 金　　額

認証申出 5社 5件 23,064,132円 
認　証 3社 3件 12,450,000円 
保留・条件付認証 1社 1件
否　決 1社 1件
平成29年度累計 19社 32件 47,574,264円 

平成29年度 第5回 弁済委員会 審査明細

写真：アフロ
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出雲より 日本の古き良き文化を発信！
～高齢社会、人口減少の中で「不動産業が担う役割」～

～神話・古社寺・お城・自然など魅力いっぱいのWonderland～
＜講師＞藤岡大拙氏［（公財）しまね文化振興財団理事長、元島根女子短期大学学長］

　（公財）しまね文化振興財団理事長の藤岡大拙氏が、出雲の神
話や古社寺、城などについて講演しました。「宍道湖の夕日は格別
である。単に夕日が山に沈む美しさだけでなく、背後に出雲が大和
朝廷に敗れて服属せざるを得なかった『滅びの美学』が重なってい
る。その根底にあるものは、出雲が神々の国、神話の国だからであ
る」と述べ、2017年度に「日が沈む聖地出雲」が日本遺産に認定
されたことにも言及。さらに出雲が神々の国である理由や、出雲の
地域性・人間性、神話、遺跡・出土品の多さなどについて、歴史の
流れに合わせて解説しました。

　（公社）全日本不動産協会と（公社）不動産保証協会は、10
月19日（木）、島根県民会館にて第53回全国不動産会議島根
県大会を開催。全国から会員ら約1,300人が参加しました。
　今大会のテーマは、「高齢社会、人口減少の中で『不動産業
が担う役割』」。（公財）しまね文化振興財団理事長の藤岡大拙
氏による記念講演や「日本版CCRCのためのスマートタウン」
と題したシンポジウムが行われ、地域資源の活用やそれに伴
う不動産業界の役割などの意見交換が行われました。
　その後の交流会では、安来節などのアトラクションがあり、
会員同士が交流を深めました。

　最初に、木ノ内諭全日・教育研修委員長の開会
挨拶により、島根県大会が始まりました。冒頭の歓
迎の挨拶では、木村勇治島根県本部長が「出雲地
方では（旧暦の）10月は全国の神々が集まって会
議を開く神在月と言っている。神々が集まる前に皆
様がこちらに集まって今大会が開催されることは大
変意義深い」と述べました。
　続いて、原嶋和利理事長が壇上に立ち、「国の
住宅政策の重要な課題である空き家問題につい
ては、既存住宅市場の活性化と合わせて、不動産
業者が中心となって取り組まなければならない。ま
た、税制改正に向けた要望活動や、情報通信技術
がもたらす不動産市場への変化、民法改正への対
応にも取り組んでいきたい」と語りました。また、安倍
晋三内閣総理大臣からは「日本の未来を拓くため、
不動産の有効活用を通じてこの国が持つ潜在力を
引き出し、社会の生産性を高めていくことが必要。
『白うさぎ』のように国民が躍動する社会の実現に
向けて皆様の活躍を祈念する」というメッセージが
寄せられました。
　そして来賓代表として、石井啓一国土交通大臣
代理の青木由行建設流通政策審議官、溝口善兵
衛島根県知事、松浦正敬松江市長が挨拶した後、
司会の山﨑氏が祝電を披露。最後に木村島根県本
部長から原嶋理事長を通して、次回開催県である石
川県の田井仁本部長に大会旗が引き渡されました。

原嶋和利 理事長

司会の山﨑瑞穂 氏

会場となった島根県民会館

いざ な

島根県民会館に
隣接する松江城

木村勇治 島根県本部長木ノ内諭 全日・教育研修委員長

青木由行 建設流通政策審議官 溝口善兵衛 島根県知事
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　次に高橋氏が「輪島市における生涯活躍のまち
（CCRC）づくり事業」について解説。公費助成等と公費
事業を活用し、既存の建物を、サ高住や障害者グループ
ホーム、子育て支援施設などにした「輪島KABULET（カ
ブーレ）」事業を紹介しました。特徴は、社会福祉法人佛
子園との連携および青年海外協力協会会員の参加、障
害者総合支援事業を活用したこと。それにより「最終的に
輪島市の住民が幸せに暮らせなければ、街の活性化はあ
り得ないという危機感で、持続力のあるプロジェクトを立ち
上げられた」と高橋氏は力説しました。
　続いて、大島氏が「リノベーションのまちづくりと次世代
の地域福祉」をテーマに発表。「不動産の価値の本質は、
地域社会の中でその資源をどう活用していくかである。地
域の方々が当事者意識や誇りを持ち、『公』主導の大きな
まちづくりから『民』主導の小さなまちづくりを積み上げてい
くことが大切である」と述べ、大島氏が実施しているリノ
ベーションスクールで再生した団地や商店街の事例を紹
介しました。
　次に姥浦氏が「これからの“街の不動産屋さん”に求め
られる仮説的役割」（下図）をテーマに発表。「街の魅力を
上げていくことが生活の質を上げて、不動産の価値の向
上につながるので、街の魅力をどうつくっていくかが重要」
と強調しました。
　最後に「不動産業者に求められる役割」についてパネ
リストの意見が交換された後、南氏が「人の集まりは情報

　「日本版CCRCのためのスマートタウン」をテーマに、
調査研究発表が行われました。コーディネーターは国士
舘大学理工学部教授の南泰裕氏。パネリストは、日本
ホスピスホールディングス株式会社代表取締役社長の
高橋正氏、株式会社ブルースタジオ専務取締役の大島
芳彦氏、東北大学大学院工学研究科・工学部災害科
学国際研究所地域・都市再生研究部門准教授の姥
浦道生氏の３名。
　まず、南氏が日本版CCRCの概要（右）を説明し、主
要な３つのタイプを先駆的な事例とともに説明しました。
さらに島根県雲南市の取り組みとして、鍛冶屋の町屋を
リノベーションによってシェアオフィスにした事例や、佐

高橋正
日本ホスピスホールディングス
株式会社
代表取締役社長

大島芳彦 
株式会社ブルースタジオ
専務取締役

南泰裕 
国士舘大学理工学部
教授

図　これからの“街の不動産屋さん”に求められる仮説的役割

姥浦道生
東北大学大学院工学研究科・
工学部災害科学国際研究所地域・
都市再生研究部門准教授

15：35～16：45
シンポジウム

～地域の活性化を育む、既存地域資源の活用～

日本版CCRCのための
スマートタウン

のネットワークにつながるので、それぞれの場所で鉱脈を
掘り起こして新しい活動を展開していただきたい」とまとめ
ました。

賀県佐賀市の取り組みとして、コンテナが地域のコミュニ
ティ施設に生まれ変わった事例などを紹介しました。

日本版CCRCとは？
Continuing Care Retirement Communityの略称。

1970年代以降、主にアメリカで発展した、
高齢者のコミュニティ

⬇
地方活性化、高齢者のセカンド・ステージの提供

日本版CCRCは、「生涯活躍のまち」と名付けられている。

「公」主導の
大きなまちづくり

⬇
「民」主導の

小さなまちづくりコーディネーター パネリスト パネリスト パネリスト

さまざまな
課題

不動産の流動化

街

不動産所有者

街にとっての
“負”動産

これまでの不動産業
・地権者に対し受け身
・単独
・単体での価値向上

“不動”不動産

・困っていない
・無関心

［エリアマネジメント］
地域資源を活かした多様な魅力をもつ街の創造

福祉 商業者
不動産業

住民 NPO

建築
行政

［チームでの対応］「まちづくり協議会」的

つなぐ・
コーディネート

＝

積極的

担い手の確保

資金の確保 地域資源の発見
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一．良質な住宅ストック市場の形成による
居住環境向上の推進

一．既存住宅流通市場の活性化のため
の諸施策の推進並びに税制の実現

一．所有者不明空き家等の有効活用に
必要な法整備を含む環境の改善

　会場で最初に行われたアトラクションは、「安来節」。島
根県安来発祥の民謡「安来節」に合わせて、ひょうきんな
「どじょうすくい踊り」で会場が大いに盛り上がりました。
　次に披露されたのは「石見神楽（オロチ）」の演舞。太
鼓や笛のお囃子が響き渡るなか、数頭のオロチ（大蛇）が
スサノオノミコトと大格闘を繰り広げました。鮮やかな刺繍
で飾られた衣装やダイナミックな舞いの様子を、多くの
方々がカメラに収め、見る人を魅了しました。
　最後に木村勇治島根県本部長が閉会の辞を述べ、第
53回全国不動産会議島根県大会が盛会のうちに終わ
りました。

どじょうすくい踊り 舞台狭しと動き回る迫力満点のオロチ

多くの方々が参加し、交流の輪を広げた

会場内の様子

乾杯の音頭をとる倉田康也 中国地区協議会長

会場では魚・肉料理をはじめ、地酒も振る舞われた

　交流会は、松江しんじ湖温泉駅
から徒歩３分の距離にある「ホテ
ル一畑」に会場が移されました。
「ホテル一畑」の玄関前では、松
江どう太鼓のダイナミックな演奏が
披露され、参加者を出迎えました。
　18時10分から始まった交流会
では、最初に竹内謙二島根県本
部実行委員長が「島根県は世界
遺産の石見銀山をはじめ、国宝松江城や出雲大社など
多くの文化遺産、自然に囲まれた地です。２日間です
が、島根県を大いに満喫して、楽しんでいただきたいと
思います」と開会の挨拶をされました。
　続いて「バンジマシテ」と、島根県で「こんばんは」と
「こんにちは」の中間の挨拶を意味する掛け声で登壇し

　閉会式は、次回開催の全国不動産会
議石川県大会のPRビデオが流された後、
田井仁石川県本部長による挨拶が行わ
れました。「交流会の会場にはA（甘エビ）
K（かに）B（ぶり）を配置しますので、来年
はAKBに会いにぜひお越しください」と会
場を沸かせました。
　そして松永幸久全日・副理事長による
大会宣言案の発表後、採択され、沢田光
泰保証・教育研修委員長が閉会の挨拶
をして、閉会式を締めくくりました。

田井仁 石川県本部長松永幸久 全日・副理事長 沢田光泰 保証・教育研修委員長 竹内謙二 島根県本部実行委員長 長岡秀人 出雲市長

最後に石川県本部役員全員で次回の大会テーマを読み上げて終了

松江どう太鼓の勇壮な音が鳴り響いた「ホテル一畑」玄関前

18：10～19：30
交流会

16：55～17：10
閉会式

た原嶋和利理事長は「皆様のおかげで記念講演、シンポジ
ウム等が盛会のうちに終了することができました。（交流会
は）皆様が主役です！　おいしい料理とお酒で大いに楽しん
でください」と挨拶をされました。その後、来賓を代表して溝
口善兵衛島根県知事と長岡秀人出雲市長の挨拶の後、
倉田康也中国地区協議会長が乾杯の音頭をとりました。

大会宣言
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りました。

どじょうすくい踊り 舞台狭しと動き回る迫力満点のオロチ

多くの方々が参加し、交流の輪を広げた

会場内の様子

乾杯の音頭をとる倉田康也 中国地区協議会長

会場では魚・肉料理をはじめ、地酒も振る舞われた

　交流会は、松江しんじ湖温泉駅
から徒歩３分の距離にある「ホテ
ル一畑」に会場が移されました。
「ホテル一畑」の玄関前では、松
江どう太鼓のダイナミックな演奏が
披露され、参加者を出迎えました。
　18時10分から始まった交流会
では、最初に竹内謙二島根県本
部実行委員長が「島根県は世界
遺産の石見銀山をはじめ、国宝松江城や出雲大社など
多くの文化遺産、自然に囲まれた地です。２日間です
が、島根県を大いに満喫して、楽しんでいただきたいと
思います」と開会の挨拶をされました。
　続いて「バンジマシテ」と、島根県で「こんばんは」と
「こんにちは」の中間の挨拶を意味する掛け声で登壇し

　閉会式は、次回開催の全国不動産会
議石川県大会のPRビデオが流された後、
田井仁石川県本部長による挨拶が行わ
れました。「交流会の会場にはA（甘エビ）
K（かに）B（ぶり）を配置しますので、来年
はAKBに会いにぜひお越しください」と会
場を沸かせました。
　そして松永幸久全日・副理事長による
大会宣言案の発表後、採択され、沢田光
泰保証・教育研修委員長が閉会の挨拶
をして、閉会式を締めくくりました。

田井仁 石川県本部長松永幸久 全日・副理事長 沢田光泰 保証・教育研修委員長 竹内謙二 島根県本部実行委員長 長岡秀人 出雲市長

最後に石川県本部役員全員で次回の大会テーマを読み上げて終了

松江どう太鼓の勇壮な音が鳴り響いた「ホテル一畑」玄関前

18：10～19：30
交流会

16：55～17：10
閉会式

た原嶋和利理事長は「皆様のおかげで記念講演、シンポジ
ウム等が盛会のうちに終了することができました。（交流会
は）皆様が主役です！　おいしい料理とお酒で大いに楽しん
でください」と挨拶をされました。その後、来賓を代表して溝
口善兵衛島根県知事と長岡秀人出雲市長の挨拶の後、
倉田康也中国地区協議会長が乾杯の音頭をとりました。

大会宣言
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（１）田園住居地域の創設

　平成29年４月に都市計画法が改正さ
れ、新たに13番目の用途地域として、田
園住居地域が設けられました（改正後の
同法８条１項１号、９条８項。平成30年４
月施行）。用途地域の追加は、平成４年
６月の都市計画法改正によって８種類か
ら12種類に増えて以来（平成５年６月施
行）、25年ぶりです。田園住居地域は、都
市機能に農業が含まれるという考え方に
立つ仕組みであり、今般の改正には農
地を都市の構成要素として位置付ける
という意義があります。

（２）田園住居地域内における
　　建築制限

　現行法上は、市街化区域では、生産
緑地を除き、宅地化を規制する定めはあ
りません。これに対し、田園住居地域で
は、住居としての利用と農地としての利
用の均衡を図ることを目的として、地域内
の農地（耕作の目的に供される土地）に
ついて、土地の形質の変更、建築物の
建築その他工作物の建設または土石そ
の他の政令で定める物件の堆積を行お
うとする者は、市町村長の許可を受けな
ければならないものとされます（都市計

画法52条１項本文）。

（３）重要事項としての
　　田園住居地域の説明

　用途地域による規制は、土地の利用
に対して重大な制限を加えるものであっ
て、宅建業法上、宅建業者が説明すべ
き重要事項です。都市計画法によって田
園住居地域が追加され、新しい土地利
用規制ができましたので、宅建業法も改
正となり、宅建業者が宅地建物取引士
をして宅地建物の売買等の契約の成
立までに相手方等に説明をさせなけれ
ばならない法令上の制限等として、田園
住居地域内の農地における建築等の
規制、および、田園住居地域内における
用途規制に関する規定（建築基準法48
条８項）が加わります。

　ところで、都市の農地については、平
成４（1992）年に重要な制度が創設され
ています。すなわち、当時はまだ宅地を
増やすことが社会的に必要だと考えられ
ており、都市部に残る農地を宅地化する
方針が示されました。他方で、所有者が
農業を続けることを前提に、保全すべき
農地が生産緑地として指定されました。
生産緑地の指定を受けると、農業継続を

条件に、固定資産税を大幅に減免した
り、相続税の支払い猶予が受けられたり
することとされました。
　この制度のもとでは、生産緑地指定
後30年が経過すると、農地の所有者
は、地元の自治体に農地の買取りを求
めることができるようになります。自治体
が買い取らない場合、自治体は買取り
が求められた農地を他の農家へ斡旋し
ます。それでも買い手がつかない場合、
所有者は農地を不動産業者などに売る
ことが可能になります。制度が始まって
から30年経過するのが2022年です。国
土交通省によると、2022年に指定の期
限を迎える生産緑地は全体の８割との
ことであり、多くの所有者が高齢化や税
金対策を理由に売却を検討しているよ
うです。都市部においては、農地が宅地
化され、一気に売りに出されるだろうとい
われています。

　田園住居地域が創設されること、およ
び、2022年には生産緑地指定が始まっ
てから30年が経過するために、不動産
市場に宅地が大量に流入してくること
は、不動産業者にとってとても重要な課
題です。これらの課題に対する対処を始
めるべき時期がきています。

質 問

A 回 答

今回のポイント

●田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

に定められる地域である。

●田園住居地域は13番目の用途地域として新設され、その仕組みの運用は、平成30年４月に開始する。

●田園住居地域に指定されると、その地域内では土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設が規制される。

●2022年には生産緑地の指定が始まってから30年が経過するために、都市の農地の多くが宅地化されて売りに出さ

れるだろうと予想されている。

　用途地域の種類が増えると聞きました。どのような用途地域
が、いつから追加されるのでしょうか。また、このことは、不動
産取引とどのように関連するのでしょうか。

　田園住居地域という住居系の用途地域が
追加されます。田園住居地域は、農業の利便
の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に
係る良好な住居の環境を保護するために定め
られる地域です。平成30年４月に都市計画法
上の新たな規制の仕組みとして導入され、その
後、各地域のまちづくりのプランの中で具体的
な指定がなされていくことになります。
　田園住居地域が指定されることは、宅建業
法との関係では、説明すべき重要事項が追加
になることを意味します。加えて、実際の不動産
取引との関連でみると、数年後に都市部の農
地が大量に売りに出される可能性があるといわ
れており、田園住居地域の指定は、都市部の

農地の取引量増加と並行して、理解をしておく
べきテーマです。

　さて、人々の快適で住みやすい暮らしのため
には、計画的に都市づくりを進めなければなりま
せん。計画的な都市づくりのための基本法は都
市計画法であり、都市計画法に基づき、都市計
画区域において、都市計画が決定されます。
　都市計画区域内の都市計画としては、地域
地区を定めることができます（都市計画法４条
３項、８条１項）。地域地区は、土地の計画的な
利用を図る目的をもって定められる制度です。
地域地区の1つが用途地域です。従来12種類
のものがありました（図表参照）。

1. 平成30年４月から導入

2. 都市計画の概要

5．まとめ

4．都市農地の
　 取引に関する見通し

3．田園住居地域

田
園
住
居
地
域

図表　用途地域の種類
第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

田園住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

住居の環境を保護するため定める地域

主として住居の環境を保護するため定める地域

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る
良好な住居の環境を保護するため定める地域

道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を
図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる
内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域

主として工業の利便を増進するため定める地域

工業の利便を増進するため定める地域

住居系

商業系

工業系
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（１）田園住居地域の創設

　平成29年４月に都市計画法が改正さ
れ、新たに13番目の用途地域として、田
園住居地域が設けられました（改正後の
同法８条１項１号、９条８項。平成30年４
月施行）。用途地域の追加は、平成４年
６月の都市計画法改正によって８種類か
ら12種類に増えて以来（平成５年６月施
行）、25年ぶりです。田園住居地域は、都
市機能に農業が含まれるという考え方に
立つ仕組みであり、今般の改正には農
地を都市の構成要素として位置付ける
という意義があります。

（２）田園住居地域内における
　　建築制限

　現行法上は、市街化区域では、生産
緑地を除き、宅地化を規制する定めはあ
りません。これに対し、田園住居地域で
は、住居としての利用と農地としての利
用の均衡を図ることを目的として、地域内
の農地（耕作の目的に供される土地）に
ついて、土地の形質の変更、建築物の
建築その他工作物の建設または土石そ
の他の政令で定める物件の堆積を行お
うとする者は、市町村長の許可を受けな
ければならないものとされます（都市計

画法52条１項本文）。

（３）重要事項としての
　　田園住居地域の説明

　用途地域による規制は、土地の利用
に対して重大な制限を加えるものであっ
て、宅建業法上、宅建業者が説明すべ
き重要事項です。都市計画法によって田
園住居地域が追加され、新しい土地利
用規制ができましたので、宅建業法も改
正となり、宅建業者が宅地建物取引士
をして宅地建物の売買等の契約の成
立までに相手方等に説明をさせなけれ
ばならない法令上の制限等として、田園
住居地域内の農地における建築等の
規制、および、田園住居地域内における
用途規制に関する規定（建築基準法48
条８項）が加わります。

　ところで、都市の農地については、平
成４（1992）年に重要な制度が創設され
ています。すなわち、当時はまだ宅地を
増やすことが社会的に必要だと考えられ
ており、都市部に残る農地を宅地化する
方針が示されました。他方で、所有者が
農業を続けることを前提に、保全すべき
農地が生産緑地として指定されました。
生産緑地の指定を受けると、農業継続を

条件に、固定資産税を大幅に減免した
り、相続税の支払い猶予が受けられたり
することとされました。
　この制度のもとでは、生産緑地指定
後30年が経過すると、農地の所有者
は、地元の自治体に農地の買取りを求
めることができるようになります。自治体
が買い取らない場合、自治体は買取り
が求められた農地を他の農家へ斡旋し
ます。それでも買い手がつかない場合、
所有者は農地を不動産業者などに売る
ことが可能になります。制度が始まって
から30年経過するのが2022年です。国
土交通省によると、2022年に指定の期
限を迎える生産緑地は全体の８割との
ことであり、多くの所有者が高齢化や税
金対策を理由に売却を検討しているよ
うです。都市部においては、農地が宅地
化され、一気に売りに出されるだろうとい
われています。

　田園住居地域が創設されること、およ
び、2022年には生産緑地指定が始まっ
てから30年が経過するために、不動産
市場に宅地が大量に流入してくること
は、不動産業者にとってとても重要な課
題です。これらの課題に対する対処を始
めるべき時期がきています。

質 問

A 回 答

今回のポイント

●田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

に定められる地域である。

●田園住居地域は13番目の用途地域として新設され、その仕組みの運用は、平成30年４月に開始する。

●田園住居地域に指定されると、その地域内では土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設が規制される。

●2022年には生産緑地の指定が始まってから30年が経過するために、都市の農地の多くが宅地化されて売りに出さ

れるだろうと予想されている。

　用途地域の種類が増えると聞きました。どのような用途地域
が、いつから追加されるのでしょうか。また、このことは、不動
産取引とどのように関連するのでしょうか。

　田園住居地域という住居系の用途地域が
追加されます。田園住居地域は、農業の利便
の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に
係る良好な住居の環境を保護するために定め
られる地域です。平成30年４月に都市計画法
上の新たな規制の仕組みとして導入され、その
後、各地域のまちづくりのプランの中で具体的
な指定がなされていくことになります。
　田園住居地域が指定されることは、宅建業
法との関係では、説明すべき重要事項が追加
になることを意味します。加えて、実際の不動産
取引との関連でみると、数年後に都市部の農
地が大量に売りに出される可能性があるといわ
れており、田園住居地域の指定は、都市部の

農地の取引量増加と並行して、理解をしておく
べきテーマです。

　さて、人々の快適で住みやすい暮らしのため
には、計画的に都市づくりを進めなければなりま
せん。計画的な都市づくりのための基本法は都
市計画法であり、都市計画法に基づき、都市計
画区域において、都市計画が決定されます。
　都市計画区域内の都市計画としては、地域
地区を定めることができます（都市計画法４条
３項、８条１項）。地域地区は、土地の計画的な
利用を図る目的をもって定められる制度です。
地域地区の1つが用途地域です。従来12種類
のものがありました（図表参照）。
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図表　用途地域の種類
第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

田園住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

住居の環境を保護するため定める地域

主として住居の環境を保護するため定める地域

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る
良好な住居の環境を保護するため定める地域

道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を
図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる
内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域

主として工業の利便を増進するため定める地域

工業の利便を増進するため定める地域

住居系
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Q A&
法律
相談

不動産お役立ち

1980年一橋大学卒業、三菱地所入
社。1989年司法試験合格。1990年に
三菱地所退社。1992年弁護士登録

（第一東京弁護士会所属）。日本大
学理工学部まちづくり工学科非常勤
講 師。近 著に『民 法 改 正 の 解 説』

（2017年6月、住宅新報社）など多数。

不動産お役立ちQ A&
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平成30年4月
から運用開始



　平成29年２月28日の最高裁判決を受けて、一定の要件を満たす歩道状
空地については、相続税の計算上、私道として利用されている宅地として、利
用状況に応じ、[１]通常の方法により算定した評価額の30％相当額、または
[２]ゼロ評価とされました。

「
歩
道
状
空
地
」と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る

宅
地
の
相
続
税
法
上
の
評
価

税務
相談

税理士法人タクトコンサルティング
情報企画室室長　税理士

山崎 信義
 Yamazaki Nobuyoshi

1993年税理士試験合格。2001年タク
トコンサルティング入社。相続、譲渡、
事業承継から企業組織再編まで、資
産税を機軸にコンサルティングを行う。
東京商工会議所「事業承継の実態
に関 する調 査 研 究 会」委 員（2014
年）等歴任。著書に『ポイント整理　
不動産組替えの税務Q&A』（2016年
１月、大蔵財務協会）など多数。
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●今回の財産評価基本通達24の取扱いの変更は歩道状空地の評価についてであり、いわゆる公開空地（総合設計制度に

より容積率の割増しを受けて建物を建築する場合に、その敷地内に設けられ、日常一般に公開される空地）として利用さ

れている宅地の評価は、従来の取扱いのとおり、何ら減額されません（参考：国税庁HP質疑応答事例「公開空地のある宅

地の評価」）。

●上記３.の更正の請求は、相続税の場合は法定申告期限等から５年、贈与税の場合は６年を経過している場合には、その相

続税や贈与税について行うことができず、結果として納めすぎた相続税や贈与税の還付がされないこととなるため、注意

が必要です。

①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏ま

えた行政指導によって整備されものであること。

②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであること。

③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されているものであること。

不動産お役立ちQ A& Q A&
税務
相談

不動産お役立ち

　個人が所有する宅地について大規模な賃貸
住宅の開発を行う場合、その所在地の自治体

（地方公共団体）の指導要綱等を踏まえた行政
指導に基づき、その宅地のうち道路の境界から
一定部分に空地を確保し、それにインターロッキ
ング舗装（コンクリートブロックを石畳風に敷き詰
めた舗装）等をして、歩道として整備・管理する
場合があります（後述２.（２）の図参照）。
　この賃貸住宅の敷地のうち、歩道として利用
される部分を「歩道状空地」といいます。

（１）従来の取扱い

　国税庁の財産評価基本通達24では、私道と
して利用されている宅地の相続税法上の評価
額を、その利用状況により、[１]通常の方法（同
通達の11≪評価の方式≫から21－2≪倍率方

1．「歩道状空地」とは

２．歩道状空地の
相続税法上の評価

３．歩道状空地の相続税法上の
評価の取扱いの変更による
相続税・贈与税の還付手続

式による評価≫までの定め）により算定した評
価額の30％相当額、または [２]評価しない（ゼ
ロ評価）こととしています。
　歩道状空地のように第三者の通行を容認し
なければならない宅地については、この財産評
価基本通達24に基づき評価してもよさそうに
思いますが、過去の国税不服審判所の裁決
や裁判所の判決では、①歩道状空地は建築
基準法上の道路に該当しないため、道路内の
建築制限を定めた建築基準法第44条の適用
を受けるものではない、②歩道状空地の所有
者は、開発行為の許可を受けるにあたり歩道
状空地として整備を求められることを了解した
うえで整備しており、自ら使用・収益する権能を
制約することを選択している等の理由により、
歩道状空地を貸家の敷地の一部として貸家
建付地として評価すべきとの判断がなされた
例がありました。

（２）平成29年２月28日最高裁判決を踏ま
　　えた歩道状空地の相続税法上の評価

　しかし最高裁第三小法廷は、平成29年２月
28日、歩道状空地（私道供用宅地）の相続税
法上の評価を（１）の取扱いのとおり貸家建付

A 回 答

当連載について、偶数月は「税務相談」、奇数月は「賃貸仲介営業Q&A」となります。

地と認定した原審の判断を破棄し、審
理を差し戻す判決を下しました。この裁
判は、大規模な賃貸住宅の開発に伴
い、開発した土地に面する市道沿いに
整備した幅員２メートルほどの歩道状空
地（上図参照）の相続税法上の評価に
ついて、税務署が私道供用宅地と認め
ず貸家建付地として評価額を認定した
ことから争いとなったものです。
　最高裁は、「私道の用に供されている
宅地についてはそれが第三者の通行の
用に供され、所有者が自己の意思によっ

て自由に使用、収益又は処分をすること
に制約が存在することによりその客観的
交換価値が低下する場合に、そのような
制約のない宅地と比較して相続税に係
る財産の評価において減額されるべきも
の」としたうえで、減額されるべき場合に
ついて、「建築基準法等の法令によって
建築制限や私道の変更等の制限など
の制約が課されている場合に限定する」
理由はないと判示しました。
　この最高裁の判示を踏まえ国税庁
は、平成29年７月、歩道状空地として利

用されている宅地の相続税法上の評価
について、左下①～③すべての要件を
満たす場合には財産評価基本通達24
に基づき評価するものとして、従来の取
扱いを変更することを明らかにしました。

　上記２.（２）の財産評価基本通達24
の取扱いの変更は、過去にさかのぼって
適用されます。このため、今回の取扱い
により過去の相続税や贈与税が納めす
ぎになる場合には、国税通則法の規定
に基づき所轄税務署長に更正の請求を
することにより、相続税や贈与税の還付
を受けることができます。

図　争いとなった歩道状空地のイメージ図

インターロッキング舗装の歩道状空地

貸家の敷地

貸家A 貸家B 貸家C 貸家D 貸家E 貸家F 貸家G 貸家H

市道
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Q
質 問

　個人が相続、遺贈または贈与により取得した宅地が、「歩道
状空地」として利用されている場合の相続税法上の評価につ
いて教えてください。



　平成29年２月28日の最高裁判決を受けて、一定の要件を満たす歩道状
空地については、相続税の計算上、私道として利用されている宅地として、利
用状況に応じ、[１]通常の方法により算定した評価額の30％相当額、または
[２]ゼロ評価とされました。
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弁護士
海谷・江口・池田法律事務所

江口 正夫
 Eguchi Masao

1952年広島県生まれ。東京大学法学
部卒業。弁護士（東京弁護士会所
属）。不動産流通促進協議会講師、
東京商工会議所講師等を歴任。公
益財団法人日本賃貸住宅管理協会
理事。著書に『不動産賃貸管理業の
コンプライアンス』（2009年８月、にじゅ
ういち出版）など多数。
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●借地上建物が修繕の必要を生じた場合は、賃貸人に責任がない場合であっても、原則として、賃貸人は修繕義務
を負う。

●民法、借地借家法は、借地上建物の修繕や増改築は当然には禁止していないが、増改築禁止特約が存する場合に
は、増改築について地主の承諾が必要となる。

●増改築禁止特約があっても、通常の修繕は増改築には該当しないため、原則として、地主の承諾は不要であるが、
大規模修繕の場合には、その程度によっては地主の承諾が必要な場合がある。

●旧借地法２条が適用される物件では、朽廃寸前の建物に大規模修繕を行った場合に、修繕前の建物が朽廃したと
考えられる時期に借地契約が終了すると判断される場合がある。

不動産お役立ちQ A& Q A&
賃貸
相談

不動産お役立ち

１．建物賃貸借契約における
修繕義務

2．借地上の建物賃貸借契約
における修繕

　建物賃貸借契約における賃貸建物の修繕は、本来的には建物賃貸人の法
的義務ですので、保存行為に該当する通常の修繕であれば、原則として自由
に行うことができます。
　しかし、屋根や外壁の破損の状況により大規模修繕に該当するような場合
には、土地賃貸借契約に増改築禁止特約があるときは地主の承諾か、裁判所
の許可を得る必要がある場合があります。
　また例外的に建物が朽廃寸前の状態であった場合には、修繕をしなければ
その建物が朽廃するはずの時期に土地賃貸借が終了したと判断した判例が
ありますので、注意が必要です。

Q
質 問

A 回 答

　弊社は地主から借地した土地上にアパートを建築して賃
貸事業をしています。先日の台風で屋根と外壁が激しく損傷
したため、アパートの住民から修繕の請求がありました。台
風の被害を受けた箇所の修繕ですので、修繕することに問
題はないと考えてよいでしょうか。

当連載について、偶数月は「賃貸相談」、奇数月は「賃貸管理ビジネス」となります。
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　賃貸建物が地震や台風などで賃貸人・賃
借人のいずれにも責めに帰すべき事由がない
のに修繕が必要になった場合、修繕義務を負
うのは原則として賃貸人です。民法606条１項
は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要
な修繕をする義務を負う」と定めています。地
震や台風の被害によるものなど、賃貸人に全く
過失がない事情によって生じた不具合につい
ても賃貸人が修繕義務を負うのかということが
問題になりますが、賃貸人が修繕義務を負う
範囲は賃貸人の責めに帰することができない
損傷も含むというのが通説です。したがって、
賃貸建物に修繕の必要が生じた場合は、そ
れが賃貸人の責めに帰すべき事由によって生
じたものであるか否かに関わりなく、「修繕が可

能」である限りは、賃貸人に修繕義務が発生
します。「修繕が可能か否か」は物理的、技術
的な見地のみではなく、経済性をも考慮して判
断すべきと解されています。修繕の規模があ
まりに大規模となり、新築と同様の費用を要す
るような場合は、修繕に過分の費用を要するも
のとして、賃貸人に修繕義務は発生しないと
解されています。したがって、地震や台風によ
る被害であっても、通常可能な修繕の範囲内
であれば、原則として賃貸人に修繕義務が発
生します。

　本件では、アパートは借地上に建築されてい
るとのことですが、御社が建物賃貸借契約に
基づき修繕義務を負う場合、修繕を行うには地

主の承諾を得る必要があるのかというこ
とが問題となります。

　借地人が借地上の建物を修繕するに
は、その都度、土地賃貸人の承諾を得る
必要があるのかについて、一般的には、
借地契約において借地人は、借地契約
期間中は排他的に土地を使用収益する
権利を有しています。そもそも、借地人に
よる借地上建物の修繕や増改築を禁止
する条文は民法にも借地借家法にもあり
ません。借地人は土地の使用収益を行
うことが権利として認められていますの
で、本来的には、契約期間内において建
物を建築したり、修繕や増改築を行った
りすることも借地人の権利の範囲内で
す。したがって、法的には借地上建物の
増改築は禁止されていないのです。まし
てや、借地上建物の修繕を自由に行え
るのが原則です。

　これに対し、昨今では、借地契約にお
いて増改築を禁止する特約が設けられ

る場合が少なくありません。この特約は
借地人に不利な特約ですが、現行の借
地借家法は、借地人に不利な特約をす
べて無効としているわけではありません。
借地借家法に定める強行規定に反し
て、借地人に不利な特約を無効としてい
るだけです。借地借家法には、増改築に
関する強行規定が存在していません。し
たがって、借地人の増改築を禁止する
特約自体は、借地人に不利な内容を規
定する特約ではありますが、法的に有効
であると解されています。この場合でも
禁止されるのは増改築であり、原則とし
て修繕を自由に行えると考えてよいと解
されます。

　本件では屋根と外壁の修繕が必要と
いうことですが、被害調査の結果によっ
ては、外壁を作り替える等の大規模修繕
工事となる場合があり、この場合には、修
繕工事であるとはいっても、その規模、
内容からみて、実質的に、禁止されてい
る増改築に該当すると判断されるおそ
れがないわけではありません。万一、そ
れが増改築に該当すると判断された場
合には、土地賃貸人の承諾または裁判

所の許可を得ることなく増改築を行った
場合は、増改築禁止特約に違反し、土
地賃貸借契約の債務不履行であるとし
て、土地賃貸借契約そのものを解除さ
れるリスクがあります。したがって、そのよ
うな場合には、地主の承諾を求め、承諾
が得られない場合には、裁判所の許可

（借地借家法17条２項）を得ておく必要
があります。

　また、平成４年８月１日よりも前に借地
契約を締結しているときは、建物が朽廃
寸前の状態にある場合に修繕を行う際
には格別の注意が必要になります。なぜ
なら、平成４年７月31日までに借地契約を
締結した物件については、建物が朽廃し
た場合は借地権が消滅するとの旧借地
法２条の規定に従うことになるからです。
このような場合に地主の再三の異議を無
視して朽廃寸前の建物に大規模修繕を
施したような場合には、借地契約は「遅く
とも修繕前の建物が朽廃すべかりし時
期に終了したものと解するのが相当であ
る」とした裁判例がありますので注意が
必要です（最判昭和42年９月21日）。

（1）借地上建物の修繕と
　　土地賃貸人の承諾の要否

（3）借地上建物の修繕が
　　大規模になる場合

（4）修繕前に建物が
　　朽廃寸前の状態
　　である場合の修繕

（2）借地契約に
　　増改築禁止特約が
　　ある場合
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海谷・江口・池田法律事務所

江口 正夫
 Eguchi Masao

1952年広島県生まれ。東京大学法学
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ういち出版）など多数。
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今回のポイント

●借地上建物が修繕の必要を生じた場合は、賃貸人に責任がない場合であっても、原則として、賃貸人は修繕義務
を負う。

●民法、借地借家法は、借地上建物の修繕や増改築は当然には禁止していないが、増改築禁止特約が存する場合に
は、増改築について地主の承諾が必要となる。

●増改築禁止特約があっても、通常の修繕は増改築には該当しないため、原則として、地主の承諾は不要であるが、
大規模修繕の場合には、その程度によっては地主の承諾が必要な場合がある。

●旧借地法２条が適用される物件では、朽廃寸前の建物に大規模修繕を行った場合に、修繕前の建物が朽廃したと
考えられる時期に借地契約が終了すると判断される場合がある。

不動産お役立ちQ A& Q A&
賃貸
相談

不動産お役立ち

１．建物賃貸借契約における
修繕義務

2．借地上の建物賃貸借契約
における修繕

　建物賃貸借契約における賃貸建物の修繕は、本来的には建物賃貸人の法
的義務ですので、保存行為に該当する通常の修繕であれば、原則として自由
に行うことができます。
　しかし、屋根や外壁の破損の状況により大規模修繕に該当するような場合
には、土地賃貸借契約に増改築禁止特約があるときは地主の承諾か、裁判所
の許可を得る必要がある場合があります。
　また例外的に建物が朽廃寸前の状態であった場合には、修繕をしなければ
その建物が朽廃するはずの時期に土地賃貸借が終了したと判断した判例が
ありますので、注意が必要です。

Q
質 問

A 回 答

　弊社は地主から借地した土地上にアパートを建築して賃
貸事業をしています。先日の台風で屋根と外壁が激しく損傷
したため、アパートの住民から修繕の請求がありました。台
風の被害を受けた箇所の修繕ですので、修繕することに問
題はないと考えてよいでしょうか。

当連載について、偶数月は「賃貸相談」、奇数月は「賃貸管理ビジネス」となります。
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　賃貸建物が地震や台風などで賃貸人・賃
借人のいずれにも責めに帰すべき事由がない
のに修繕が必要になった場合、修繕義務を負
うのは原則として賃貸人です。民法606条１項
は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要
な修繕をする義務を負う」と定めています。地
震や台風の被害によるものなど、賃貸人に全く
過失がない事情によって生じた不具合につい
ても賃貸人が修繕義務を負うのかということが
問題になりますが、賃貸人が修繕義務を負う
範囲は賃貸人の責めに帰することができない
損傷も含むというのが通説です。したがって、
賃貸建物に修繕の必要が生じた場合は、そ
れが賃貸人の責めに帰すべき事由によって生
じたものであるか否かに関わりなく、「修繕が可

能」である限りは、賃貸人に修繕義務が発生
します。「修繕が可能か否か」は物理的、技術
的な見地のみではなく、経済性をも考慮して判
断すべきと解されています。修繕の規模があ
まりに大規模となり、新築と同様の費用を要す
るような場合は、修繕に過分の費用を要するも
のとして、賃貸人に修繕義務は発生しないと
解されています。したがって、地震や台風によ
る被害であっても、通常可能な修繕の範囲内
であれば、原則として賃貸人に修繕義務が発
生します。

　本件では、アパートは借地上に建築されてい
るとのことですが、御社が建物賃貸借契約に
基づき修繕義務を負う場合、修繕を行うには地

主の承諾を得る必要があるのかというこ
とが問題となります。

　借地人が借地上の建物を修繕するに
は、その都度、土地賃貸人の承諾を得る
必要があるのかについて、一般的には、
借地契約において借地人は、借地契約
期間中は排他的に土地を使用収益する
権利を有しています。そもそも、借地人に
よる借地上建物の修繕や増改築を禁止
する条文は民法にも借地借家法にもあり
ません。借地人は土地の使用収益を行
うことが権利として認められていますの
で、本来的には、契約期間内において建
物を建築したり、修繕や増改築を行った
りすることも借地人の権利の範囲内で
す。したがって、法的には借地上建物の
増改築は禁止されていないのです。まし
てや、借地上建物の修繕を自由に行え
るのが原則です。

　これに対し、昨今では、借地契約にお
いて増改築を禁止する特約が設けられ

る場合が少なくありません。この特約は
借地人に不利な特約ですが、現行の借
地借家法は、借地人に不利な特約をす
べて無効としているわけではありません。
借地借家法に定める強行規定に反し
て、借地人に不利な特約を無効としてい
るだけです。借地借家法には、増改築に
関する強行規定が存在していません。し
たがって、借地人の増改築を禁止する
特約自体は、借地人に不利な内容を規
定する特約ではありますが、法的に有効
であると解されています。この場合でも
禁止されるのは増改築であり、原則とし
て修繕を自由に行えると考えてよいと解
されます。

　本件では屋根と外壁の修繕が必要と
いうことですが、被害調査の結果によっ
ては、外壁を作り替える等の大規模修繕
工事となる場合があり、この場合には、修
繕工事であるとはいっても、その規模、
内容からみて、実質的に、禁止されてい
る増改築に該当すると判断されるおそ
れがないわけではありません。万一、そ
れが増改築に該当すると判断された場
合には、土地賃貸人の承諾または裁判

所の許可を得ることなく増改築を行った
場合は、増改築禁止特約に違反し、土
地賃貸借契約の債務不履行であるとし
て、土地賃貸借契約そのものを解除さ
れるリスクがあります。したがって、そのよ
うな場合には、地主の承諾を求め、承諾
が得られない場合には、裁判所の許可

（借地借家法17条２項）を得ておく必要
があります。

　また、平成４年８月１日よりも前に借地
契約を締結しているときは、建物が朽廃
寸前の状態にある場合に修繕を行う際
には格別の注意が必要になります。なぜ
なら、平成４年７月31日までに借地契約を
締結した物件については、建物が朽廃し
た場合は借地権が消滅するとの旧借地
法２条の規定に従うことになるからです。
このような場合に地主の再三の異議を無
視して朽廃寸前の建物に大規模修繕を
施したような場合には、借地契約は「遅く
とも修繕前の建物が朽廃すべかりし時
期に終了したものと解するのが相当であ
る」とした裁判例がありますので注意が
必要です（最判昭和42年９月21日）。

（1）借地上建物の修繕と
　　土地賃貸人の承諾の要否

（3）借地上建物の修繕が
　　大規模になる場合

（4）修繕前に建物が
　　朽廃寸前の状態
　　である場合の修繕

（2）借地契約に
　　増改築禁止特約が
　　ある場合



で学ぶ宅建士講座 ［ Vol.9 ］

氷見 敏明
 Himi Tosiaki

 合格請負人

宅建士試験指導歴20年、専門学校、不
動産会社、金融機関、大学、財団法人、
社団法人、住宅新報社などで延べ１万
人以上を指導。また、宅建士以外の国家
試験の民法の論文指導・解説を行う。
『楽学宅建士基本書』など著書も多数。

動画公開中！！ 楽学宅建士講座 検索

（１）報酬を受領できる場合
　宅建業とは、（ア）宅地・建物を自ら売買・交換する
ことを業として行う、（イ）宅地・建物の売買・交換・貸
借の媒介を業として行う、（ウ）宅地・建物の売買・交
換・貸借の代理を業として行うことをいいます。報酬を
受領できるのは、（イ）（ウ）の場合です。

（２）売買・交換の媒介・代理における報酬額の速算法

宅建業法編

報酬を
もらえるのは？

1. 報酬額の制限

You Tubeで『楽学宅建士基本書』（住宅新報社）を使って無料動画（WEB講座）を配信しています。
今回は、①報酬、②監督処分、③住宅瑕疵担保履行を勉強します。

-9 （You Tubeでは宅建業法全15回の第14・15回） 

取引額（消費税抜きの価額）

200万円以下

200万円を超え400万円以下

400万円を超える　

報酬額の計算式

①取引額×５％

②取引額×４％＋２万円

③取引額×３％＋６万円
　甲県知事から宅建士証の交付を受けた宅建士Gが、乙県内で不正な行
為をした場合、Gに対し、事務禁止処分をすることができるのは、宅建士証交
付知事である甲県知事または違反場所の都道府県知事である乙県知事で
すが、乙県知事がGに対し事務禁止処分をした場合、Gは、交付知事であ
る甲県知事に宅建士証を速やかに提出しなければなりません。違反した場
合、10万円以下の過料に処されます。
※　①重要事項の説明、②重要事項説明書への記名押印、③37条書面への記名押印のこと。

酬を受け取ることができるでしょうか？
　交換契約の場合は、評価額の高いほうを基準にします。報酬額は、前記（２）の速算法③を適用すると、1,200万円×３％
＋６万円＝42万円となります。媒介をした宅建業者Eが消費税課税事業者であれば、報酬額に消費税８％を上乗せできる
ため、42万円×1.08＝45万3,600円の報酬を受領できます。また、宅建業者Eが消費税の免税事業者であれば、報酬額に
みなし仕入れ率3.2％を上乗せできるため、42万円×1.032＝43万3,440円の報酬を受領できます。

POINT

（３）売買の媒介をした場合の報酬
　Ａは、自己所有の土地を売りたいので、宅建業者Ｂに買主を紹介してほしい
と依頼しました。これを売買の媒介の依頼といいます。宅建業者Ｂは、買主Ｃを
Ａに紹介し、ＡとＣとの間で代金1,000万円（税抜き価額）の売買契約を成立
させました。この場合、宅建業者Ｂは、依頼者（売主）Ａから最高いくらまで報酬
を受け取ることができるでしょうか？
　取引金額が400万円を超えていますから、前記（２）の速算法③を適用する
と、1,000万円×３％＋６万円＝36万円となります。媒介をした宅建業者Ｂが
消費税課税事業者であれば、報酬額に消費税８％を上乗せできるため、36万円×1.08＝38万8,800円の報酬を受領で
きます。また、宅建業者Ｂが消費税の免税事業者であれば、報酬額にみなし仕入れ率3.2％（消費税8％×40％＝3.2％）を
上乗せできるため、36万円×1.032＝37万1,520円の報酬を受領できます。

（４）交換の媒介をした場合の報酬
　Dは、自己所有の甲宅地（評価額1,000万円）を駅前
の商売に都合のよい宅地と交換したいと考え、宅建業
者Eに交換相手を紹介してほしいと依頼しました。これを
交換の媒介の依頼といいます。宅建業者Eは、乙宅地
（評価額1,200万円）を所有するFをDに紹介し、DとFと
の間で甲宅地と乙宅地の交換契約を成立させました。こ
の場合、宅建業者Eは、依頼者Dから最高いくらまで報

宅建業者は、売買・交換・貸借の媒介または代理
をした場合に報酬をもらえるが、規定を超える
報酬を受け取ってはならない。

事務禁止処分とは？

2. 宅建士に対する監督処分（事務禁止処分）

POINT

１年以内の範囲で宅建士にしかできない
独占業務※を禁止する監督処分である。

　宅建業者が新築住宅を非業者に販売する場合、宅建業者は資力確保措置をとらなければなりません。資力確保措置には、
住宅販売瑕疵担保保証金の供託と住宅販売瑕疵担保責任保険への加入があり、宅建業者はいずれかを行う必要があります。

資力確保措置とは？

3. 住宅瑕疵担保履行法

POINT

新築住宅を引き渡す場合、瑕疵担保責任の履行を
確保するために必要とされる措置のこと。

売主A

買主C

甲県知事

宅建業者B

売買の
媒介の依頼

1,000万円
売買成立

宅建業者E

D F

交換の媒介

①宅建士
　証交付

③事務禁止
　処分

②乙県内で
　不正行為

甲宅地
評価額 1,000万円

乙宅地
評価額 1,200万円

交換成立

乙県知事

GG

④宅建士証
　提出

2017.12 ｜ 月刊不動産  1716  月刊不動産 ｜ 2017.12


































